
(57)【要約】

【課題】  使用者が終了処理を行う前に誤って電源を切

断しても、記録装置自身やプログラム、データの消去、

破壊等が発生するのを防止できる医用電子装置を提供す

る。

【解決手段】  商用電源１３からの商用電力は電源スイ

ッチ１４を介して超音波観測装置３Ａの電源供給部３１

Ａ内のＡＣ／ＤＣ変換回路３４に供給され、その入力端

のＡＣ電圧は電源監視回路３７で監視され、正規の終了

処理が完了する前に電源スイッチ１４がＯＦＦにされる

と、主電源切断通知信号を電源制御回路３２に送ること

により、ＡＣ／ＤＣ変換回路３４の出力端に設けた補助

電源スイッチ３５を介して接続した補助電源３６の補助

電力によりＣＰＵ２６などに動作に必要な電力を供給

し、メモリ２８に展開されたプログラム等の内容はハー

ドディスク装置２７に退避する処理を含めた終了処理を

行った後に、補助電源スイッチ３５をＯＦＦにして、終

了処理を行わないで電源を切断した場合に発生するデー

タの消失などを防止する。



【特許請求の範囲】

【請求項１】  駆動電源と接続されることにより、動作

させるための電力を供給する電力供給手段と、

前記電力供給手段から電力が供給されることにより、情

報を記録する不揮発性の記録手段と、

前記電力供給手段から電力が供給されることにより、前

記記録手段に記録された情報の少なくとも一部が読み出

されて記憶され、所定の動作に使用される揮発性のメモ

リとを備えた医用電子装置において、

前記記録手段及びメモリとに補助的な電力を供給する補

助電源と、

前記駆動電源が前記電力供給手段に電源を供給する接続

状態にあるか否かを判断する電源監視手段と、

を設け、前記電源監視手段が前記駆動電源と前記電力供

給手段との接続状態の遮断の検知出力により、前記メモ

リに記憶されている情報を前記記録手段に退避する処理

を開始し、該退避が完了するまで前記メモリと前記記録

手段への電力の供給を前記補助電源から行う制御手段を

形成したことを特徴とする医用電子装置。

【請求項２】  情報を記録する不揮発性の記録手段と、

駆動電源と接続して前記記録手段へ電力を供給する電力

供給手段とを備えた医用電子装置において、

前記記録手段へのアクセスを検知する検知手段と、

前記記録手段へ補助の電力を供給する補助電源と、

を設け、前記駆動電源と前記電力供給手段との接続が切

断された後に、前記検知手段からの出力により前記記録

手段への電力供給を前記駆動電源から前記補助電源へ切

り換えることを特徴とする医用電子装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は医用分野で使用され

る超音波診断装置等の医用電子装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】従来より、体外式の超音波プローブや経

直腸、経膣の超音波プローブを備え超音波画像をモニタ

上に表示することにより診断を行う超音波診断装置や、

撮像素子を設けた内視鏡から食道、胃、腸など体腔内の

様子をモニタに出力することで診断する内視鏡装置等の

医用電子装置が広く普及している。また、先端に超音波

振動子を設け、体腔内から超音波を照射することで体腔

内の超音波画像をモニタに表示する超音波内視鏡装置も

普及している。

【０００３】これらの医用電子装置のうち特に大型の装

置は、複雑化した装置の制御を統括するべく、Ｍｉｃｒ

ｏｓｏｆｔ社製Ｗｉｎｄｏｗｓ９５やＵｎｉｘ等を基本

ソフト（ＯＳ）に採用することが多い。これらの装置で

は、いわゆる「終了処理」として、電源を切断する前に

あらかじめ、揮発性のメモリに読み出されているプログ

ラムやデータ等のうち必要な部分をハードディスク等の

不揮発性の記録装置に記録、退避させる必要がある。

【０００４】そのため、従来の装置では、操作を終了さ

せる場合に使用者はまずマウスやトラックボールなどの

ポインティングデバイスを介し画面上の終了アイコンを

操作してシステムに終了処理をさせ、装置によってはそ

の後で本体の電源スイッチの操作が必要であった。

【０００５】そして、使用者が終了処理を行ってから電

源を落とすべく、画面上にメッセージを表示したり取扱

説明書に注意書きを表示するなど使用者に対し何らかの

注意が促がしていた。

【０００６】また、これらの医用電子装置では、一般に

ハードディスクなどの大容量の記録装置を内蔵しプログ

ラムや画像を格納するものが多い。こうした装置では、

臨床検査後にハードディスクの空き容量を確保するた

め、光磁気ディスクや磁気テープなどの可搬型の記録媒

体にハードディスクの内容を移動（バックアップ）する

ことが多い。

【０００７】

【発明が解決しようとする課題】しかし、画面上にメッ

セージを表示したり取扱説明書に注意書きを表示しても

なお、使用者が終了処理を行う前に電源スイッチで装置

の電源を誤って切断してしまうということがあった。

【０００８】特に使用者は画面をよく確認せず電源スイ

ッチや操作卓だけを見て電源を切断したり、電源切断時

に取扱説明書の注意書きを忘れてしまったりすることが

多く、終了処理の前に電源切断をするということはしば

しばであった。

【０００９】ＯＳの正規の終了処理を行わないで誤って

電源を切断した場合には、記録装置に退避させるべきプ

ログラムやデータが消去、破壊されるという問題があっ

た。この問題は、システムが破壊され再起動できなくな

ったり、画像などの医療情報が消えてしまう原因になっ

ていた。

【００１０】また、特に内視鏡装置や超音波診断装置な

どカートに搭載された装置では、使用者が検査後のバッ

クアップ時、ハードディスク等の記録装置がアクセス中

であることに気づかずに、装置の移動のために電源スイ

ッチで装置の電源を誤って切断してしまうことが多かっ

た。記録装置へのアクセス中に誤って電源を切断した場

合には、データを破壊したり、記録装置を物理的に故障

させるという問題があった。

【００１１】（発明の目的）本発明の第１の目的は、使

用者が終了処理を行う前に誤って電源を切断しても、記

録装置自身やプログラム、データの消去、破壊等が発生

するのを防止できる医用電子装置を提供することにあ

る。

【００１２】本発明の第２の目的は、使用者が記録装置

へのアクセス中に誤って電源を切断しても、記録装置自

身やプログラム、データの消去、破壊等が発生するのを

防止できる医用電子装置を提供することにある。本発明

の第３の目的は、使用者が終了処理を行う前に誤って電
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源を切断してしまうことを防止するのに有効な医用電子

装置を提供することにある。

【００１３】

【課題を解決するための手段】駆動電源と接続されるこ

とにより、動作させるための電力を供給する電力供給手

段と、前記電力供給手段から電力が供給されることによ

り、情報を記録する不揮発性の記録手段と、前記電力供

給手段から電力が供給されることにより、前記記録手段

に記録された情報の少なくとも一部が読み出されて記憶

され、所定の動作に使用される揮発性のメモリとを備え

た医用電子装置において、前記記録手段及びメモリとに

補助的な電力を供給する補助電源と、前記駆動電源が前

記電力供給手段に電源を供給する接続状態にあるか否か

を判断する電源監視手段と、を設け、前記電源監視手段

が前記駆動電源と前記電力供給手段との接続状態の遮断

の検知出力により、前記メモリに記憶されている情報を

前記記録手段に退避する処理を開始し、該退避が完了す

るまで前記メモリと前記記録手段への電力の供給を前記

補助電源から行う制御手段を形成したことにより、メモ

リに記憶されている情報を前記記録手段に退避する処理

を終了する前に電源スイッチのＯＦＦなどにより駆動電

源から電力供給手段に電源が供給されなくなった場合に

も、補助電源によりメモリに記憶されている情報を前記

記録手段に退避する処理を行えるので、終了処理が行わ

れない場合に発生し易いメモリ及び記録手段に記憶され

たプログラム、データ等の消失、破壊などを確実に防止

できるようにしている。

【００１４】また、情報を記録する不揮発性の記録手段

と、駆動電源と接続して前記記録手段へ電力を供給する

電力供給手段とを備えた医用電子装置において、前記記

録手段へのアクセスを検知する検知手段と、前記記録手

段へ補助の電力を供給する補助電源と、を設け、前記駆

動電源と前記電力供給手段との接続が切断された後に、

前記検知手段からの出力により前記記録手段への電力供

給を前記駆動電源から前記補助電源へ切り換えることに

より、アクセス中における電源スイッチのＯＦＦ等があ

っても記録手段の破壊とかプログラム、データの消失、

破壊などを確実に防止できるようにしている。

【００１５】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実

施の形態を説明する。

（第１の実施の形態）図１ないし図４は本発明の第１の

実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態の超音波診

断装置の全体構成を示し、図２は超音波観測装置の内部

構成を示し、図３は通常の終了処理の内容を示し、図４

は通常の終了処理とは異なる終了を行った場合の終了処

理の内容を示す。

【００１６】図１に示すように本発明の医用電子装置と

しての第１の実施の形態の超音波診断装置１Ａは体腔内

に挿入され、超音波振動子を内蔵した超音波プローブ２

と、この超音波プローブ２が接続され、超音波振動子を

駆動すると共に受信したエコー信号に対する信号処理を

行う超音波観測装置３Ａと、この超音波観測装置３Ａか

ら出力される映像信号が入力されることにより、対応す

る超音波診断画像を表示するモニタ４と、超音波観測装

置３Ａに接続され、信号処理に対する制御入力を行った

り、終了操作を行うコントロールパネル部５とを有す

る。

【００１７】超音波プローブ２は体腔内に挿入し易いよ

うに細長の挿入部６とその挿入部６の後端に設けられた

把持部７とを有し、この把持部７から延出されたケーブ

ル８の末端に設けたコネクタ９を超音波観測装置３Ａに

着脱自在で接続することができるようにしている。

【００１８】超音波観測装置３Ａはその筐体の裏面から

電源コード１１が延出され、その末端の電源プラグ１２

を駆動電源である商用電源１３（図２参照）に接続する

ことにより、商用電力が供給される。また、この超音波

観測装置３Ａの筐体の前面には電源スイッチ１４が設け

てあり、この電源スイッチ１４をＯＮ／ＯＦＦすること

により、商用電源１３から商用電力が供給される状態

と、供給停止状態とに設定することができるようにして

いる。

【００１９】また、コントロールパネル部５には、各種

の制御などを行うスイッチ（キー）の他に、例えばその

上部側の隅部等の目立つ位置にシャットダウン（終了処

理）の指示操作を行うシャットダウンスイッチ１５が設

けてあり、シャットダウンの操作を行い易くしている。

【００２０】図２は主に超音波観測装置３Ａの内部構成

を示す。超音波プローブ２は挿入部６の先端部内に超音

波振動子１６が配置され、この超音波振動子１６は例え

ばフレキシブルシャフト１７を介して把持部７内の回転

駆動用のモータ１８と接続され、このモータ１８を回転

させることにより、フレキシブルシャフト１７と共に回

転駆動され、超音波ビームを放射状に出射してラジアル

走査を行えるようにしている。

【００２１】また、超音波振動子１６に接続された信号

線はフレキシブルシャフト１７内及びモータ１８の中空

部を挿通され、把持部７内の図示しないスリップリング

等を介して駆動部１９と接続される。この駆動部１９は

超音波振動子１６を駆動する駆動信号（送信信号）を発

生する送信回路と、超音波振動子１６で受けた超音波信

号を電気信号に変換したエコー信号を増幅するプリアン

プとを備えている。また、駆動部１９はモータ１８を回

転駆動する信号も生成している。

【００２２】なお、本実施の形態では超音波プローブ２

の場合で説明しているが、超音波プローブ２による機能

の他に、さらに光学画像情報を得る手段を備えた超音波

内視鏡の場合でも良く、その場合には光学的な照明手段

と観察手段を有する構成となる。

【００２３】駆動部１９の受信回路で受信した信号は超
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音波観測装置３Ａ内のアンプ２１に入力され、このアン

プ２１でさらに増幅される。このアンプ２１は、得られ

たエコー信号に対し、超音波の体内組織による減衰を補

償するため、超音波の帰還時刻によって増幅率を変える

いわゆるＳＴＣ（またはＴＧＣ）処理も行う。このアン

プ２１で増幅された信号はＡ／Ｄ変換回路２２に入力さ

れ、アナログ信号からデジタル信号（超音波信号デー

タ）に変換されて信号処理回路２３に入力される。

【００２４】この信号処理回路２３は、超音波信号デー

タを座標変換し、モニタ４に表示できるような直交座標

系に対応する超音波画像データを生成する。この超音波

画像データはデータバス２４で接続された表示回路２５

に送られ、表示回路２５で映像信号に変換されてモニタ

４に出力され、モニタ４の表示面に超音波画像を表示す

る。

【００２５】上記データバス２４には、信号処理回路２

３、表示回路２５の他に、この超音波観測装置３Ａの構

成回路（構成装置）の動作などを制御するＣＰＵ２６、

ＣＰＵ２６の制御動作のプロブラム等を記録した不揮発

性の記録手段としてのハードディスク装置（図２等では

ＨＤＤと略記）２７、電源が供給された状態において

は、ハードディスク装置２７のプログラムなどが転送さ

れてＣＰＵ２６のワークエリア等として使用されるメモ

リ２８、画像データ等を格納する不揮発性の記録手段と

しての光磁気ディスク装置（図２等ではＭＯＤと略記）

２９、コントロールパネル部５と接続され、その操作に

対応した信号を生成する入力制御回路３０、電源供給部

３１Ａと接続され、電源供給の制御を行う電源制御回路

３２が接続されている。

【００２６】また、超音波観測装置３Ａの各構成回路

（装置）に電力を供給する電源供給部３１Ａは、商用電

源１３から電源スイッチ１４を介して商用の駆動電力と

しての交流（ＡＣ）電力が供給されることにより変圧し

て整流することにより、直流（ＤＣ）の電源電圧に変換

して（各構成回路の電源端子に接続された）電源端子

（図２ではこの電源端子を例えば５Ｖのその電源電圧で

示している）に出力するＡＣ／ＤＣ変換回路３４と、こ

のＡＣ／ＤＣ変換回路３４のＤＣ出力端に補助電源スイ

ッチ３５を介して接続されたリチュウムイオン電池等の

充電が可能な２次電池で構成される補助電源３６と、Ａ

Ｃ／ＤＣ変換回路３４のＡＣ入力端と電源スイッチ１４

との間のＡＣ電圧を検出することにより、（電源供給部

３１Ａへの）商用電力の供給（接続状態）が遮断された

か否かの電源監視を行う電源監視回路３７とを備えてい

る。

【００２７】ＡＣ／ＤＣ変換回路３４は、商用電源１３

からの交流電圧を変圧する電源トランス、直流に整流す

る整流回路、ノイズを遮断するためのフィルタ、過大電

流が他の回路へ流れ込むのを防ぐためのブレーカ等を備

えている。

【００２８】補助電源３６はＡＣ／ＤＣ変換回路３４か

らのＤＣ電力により、電源スイッチ１４がＯＮの間に充

電を行うことができるようにしている。なお、補助電源

３６は少なくともシャットダウン処理を行う時間以上の

間、各部に動作に必要な電力を供給できるエネルギ容量

を持つ必要があるが、それ自体で装置全体をより長い時

間駆動することのできる大容量のバッテリで構成しても

良い。

【００２９】また、電源監視回路３７は主電源の電源監

視を（ＡＣ／ＤＣ変換回路３４の入力端のＡＣ電圧（の

検波電圧）を所定の電圧と比較するなどして）監視し、

電源スイッチ１４のＯＦＦ操作等により主電源としての

商用電力の供給が遮断（停止）された場合には、直ちに

主電源切断通知信号を電源制御回路３２に送り、電源制

御回路３２はこれを受けてＣＰＵ２６に商用電力の供給

が切断されたことを通知し、ＣＰＵ２６がシャットダウ

ン処理を行うようにする。

【００３０】そして、ＣＰＵ２６がシャットダウン処理

を完了した後にＣＰＵ２６は電源制御回路３２にシャッ

トダウン処理を完了したことを通知し、電源制御回路３

２は補助電源スイッチ３５をＯＦＦにする切換信号を出

力する。

【００３１】なお、電源制御回路３２は電源スイッチ１

４がＯＮにされて電源が供給されて動作状態になると、

補助電源スイッチ３５をＯＮにして、補助電源３６にＤ

Ｃの電力が供給されるようにして充電する。

【００３２】本実施の形態では、電源スイッチ１４がＯ

Ｎにされて電源供給部３１Ａに商用電力が供給され、Ａ

Ｃ／ＤＣ変換回路３４により所定のＤＣ電力が生成さ

れ、ＣＰＵ２６等が動作状態になった後に、コントロー

ルパネル部５のシャットダウンスイッチ１５が操作され

た場合にはＣＰＵ２６は通常のシャットダウンの処理を

行う。

【００３３】本実施の形態では上記シャットダウンスイ

ッチ１５による正規（通常）の終了処理の他に、電源監

視回路３７により電源スイッチ１４が誤ってＯＦＦにさ

れたような場合にも、メモリ２８のプログラム、データ

等の情報をハードディスク装置２７に退避させるように

して、退避させないで終了したような場合に発生するプ

ログラムやデータの消失、破壊等が生じないようにして

いることが特徴となっている。

【００３４】次に本実施の形態の動作を説明する。ま

ず、図３を参照してシャットダウンスイッチ１５による

正規（通常）の終了処理の場合について説明する。図２

の電源スイッチ１４がＯＮされ、超音波観測装置３Ａの

電源供給部３１Ａに交流電力が供給され、ＣＰＵ２６等

の超音波観測装置３Ａの各回路に動作に必要な電力が供

給されると、ＣＰＵ２６はハードディスク装置２７のプ

ログラム、データを読み出して、メモリ２８に転送し

て、このメモリ２８に転送したプログラムに従ってＷｉ
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ｎｄｏｗｓ９５等の基本ソフトが立ち上がり、さらにこ

の基本ソフト上で超音波診断装置１Ａのアプリケーショ

ンソフトが起動し、超音波プローブ２の超音波振動子１

６を駆動させると共に、エコー信号に対する信号処理を

行い、モニタ４に超音波診断画像を表示するようにな

る。

【００３５】そして、図示しないレリーズスイッチを操

作する等して、超音波診断に必要な画像データを光磁気

ディスク装置２９等に記録することができる。このよう

にして所望とする超音波診断を行った後、この超音波診

断を終了する場合には、図３に示すように使用者はステ

ップＳ１のコントロールパネル部５のシャットダウンス

イッチ１５を指で押す操作をしてシャットダウン入力を

行う。

【００３６】このシャットダウン入力を行うと、入力制

御回路３０からＣＰＵ２６にこれが通知され、ＣＰＵ２

６はステップＳ２に示すようにシャットダウン処理（終

了処理）を行う。このシャットダウン処理の際に、メモ

リ２８に展開したプログラムやデータ等をハードディス

ク装置２７に退避させる処理も行う。

【００３７】そして、シャットダウン処理を終了すると

ステップＳ３に示すようにモニタ４上に電源スイッチ１

４をＯＦＦにしても良い旨を表示する。そして、使用者

はこの表示を確認することにより、ステップＳ４に示す

ように電源スイッチ１４をＯＦＦにする。

【００３８】次に超音波診断を終了する場合に使用者が

（シャットダウン処理が終了する前に）誤って電源スイ

ッチ１４をＯＦＦにした場合の処理を図４を参照して説

明する。

【００３９】図４のステップＳ１１に示すように使用者

がシャットダウン処理が終了する前に誤って電源スイッ

チ１４をＯＦＦにする操作をする。一方で、電源監視回

路３７は常時、ＡＣ電圧を監視することによりステップ

Ｓ１２に示すように電源スイッチ１４のＯＦＦを監視し

ている。

【００４０】電源スイッチ１４がＯＮで、ＡＣ／ＤＣ変

換回路３４にＡＣ電源が供給されている状態では、電源

監視回路３７はその入力端の電圧が所定の電圧以上であ

るとして電源スイッチ１４のＯＮを検出し、電源スイッ

チ１４がＯＦＦにされるとその入力端の電圧が所定の電

圧未満になることから電源スイッチ１４のＯＦＦを検出

し、この電源スイッチ１４のＯＦＦを検出すると、ステ

ップＳ１３に示すように電源監視回路３７は電源制御回

路３２に主電源切断通知信号を出力する。

【００４１】なお、電源スイッチ１４がＯＦＦにされた

場合、補助電源スイッチ３５はＯＮしており、補助電源

３６から超音波観測装置３Ａ内のＣＰＵ２６等には動作

に必要な電力が自動的に供給される。

【００４２】また、電源制御回路３２は主電源切断通知

信号を受け取ると、ステップＳ１４に示すようにＣＰＵ

２６に商用電力が切断されたことを通知する。そして、

ＣＰＵ２６はこの通知を受け取ると、ステップＳ１５に

示すようにＣＰＵ２６が「シャットダウン処理の前に電

源スイッチがＯＦＦになった」ことを警告としてモニタ

４に表示させる処理を行う。

【００４３】また、ステップＳ１６に示すようにＣＰＵ

２６は直ちにシャットダウン処理を行う。このシャット

ダウン処理で上述のようにメモリ２８のプログラムやデ

ータなどをハードディスク装置２７に退避させる処理も

行う。そして、このシャットダウン処理が終了すると、

ステップＳ１７に示すようにＣＰＵ２６は電源制御回路

３２にシャットダウン処理が完了したことを通知する。

【００４４】すると、ステップＳ１８に示すように電源

制御回路３２は補助電源スイッチ３５に切換信号を出力

し、ステップＳ１９に示すように補助電源スイッチ３５

はＯＦＦになり、この終了処理が終了する。なお、次回

に電源が投入された場合には、上述したように電源制御

回路３２により補助電源スイッチ３５はＯＮするように

切り換えられる。

【００４５】このように動作する本実施の形態によれ

ば、正規の終了処理を行うことなく、誤って電源スイッ

チ１４をＯＦＦにしても、補助電源３６の電力でシャッ

トダウン処理を行い、その際メモリ２８に展開されてい

るプログラムやデータなどをハードディスク装置２７に

退避させるようにしているので、退避させないで終了し

たような場合に発生するプログラムやデータの消失、破

壊等が生じないようにできる。

【００４６】なお、上述の図４の説明において、使用者

が誤って電源スイッチ１４をＯＦＦにして商用電源１３

と切断した時の説明を行ったが、誤って電源プラグ１２

を商用電源１３のコンセントから抜いてしまったときに

も同様に電源監視回路３７により商用電源１３が切断さ

れたことが検出され、同様の処理を行う。従って、この

場合にも同様の効果が得られる。

【００４７】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の

実施の形態を図５及び図６を参照して説明する。図５は

本発明の第２の実施の形態の超音波診断装置の構成を示

し、図６は動作説明用のフロチャートを示す。図５に示

す第２の実施の形態の超音波診断装置１Ｂは、図２の超

音波診断装置１Ａにおける電源供給部３１Ａと構成が一

部異なる電源供給部３１Ｂを採用した超音波観測装置３

Ｂにしている。

【００４８】つまり、この電源供給部３１Ｂでは、ＡＣ

／ＤＣ変換回路３４のＤＣ出力端にコンデンサ４１が接

続され、このコンデンサ４１が接続されたＡＣ／ＤＣ変

換回路３４のＤＣ出力端は切換回路４２の入力端子（接

点）ａを介して出力端子（共通接点）ｃから超音波観測

装置３Ｂの各回路に所定のＤＣ電源を供給するように接

続され、また補助電源４３による補助のＤＣ電源も切換

回路４２の入力端子ｂを介して出力端子ｃから超音波観
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測装置３Ｂ内のＣＰＵ２６その他の各回路に所定のＤＣ

電源を供給するように接続されている。また、出力端子

ｃにもコンデンサ４４が接続されている。

【００４９】この切換回路４２は電源制御回路３２によ

り、切換が制御され、電源スイッチ１４がＯＮしている

通常時には端子ａがＯＮする状態に設定され、電源監視

回路３７により主電源切断通知信号が電源制御回路３２

に通知されると、この電源制御回路３２は直ちに切換信

号を切換回路４２に出力して端子ｂがＯＮするように切

り換える。

【００５０】なお、ＡＣ／ＤＣ変換回路３４のＤＣ出力

は商用電源１３と切断されても、電源監視回路３７によ

る主電源切断の検出とその検出の信号を電源制御回路３

２に通知して切換回路４２の端子ａから端子ｂに切換え

る動作を行うまでの比較的短い時間の間はコンデンサ４

１に蓄積された電気エネルギの放電によりそのＤＣ電圧

は急に落ちない（で上記切換える動作を行える）ように

している。

【００５１】また、切換回路４２の端子ａから端子ｂに

切り換わる非常に短い時間の間はコンデンサ４４に蓄積

された電気エネルギがＣＰＵ２６その他の各回路にその

動作を維持するのに必要な電力が供給されるようにして

いる。

【００５２】また、電源制御回路３２は主電源切断通知

信号を受け取ると、第１の実施の形態の場合と同様にＣ

ＰＵ２６に電源スイッチ１４がＯＦＦにされたことを通

知し、ＣＰＵ２６はシャットダウン処理を開始する。そ

の他の構成は第１の実施の形態と同様であり、同一の構

成要素には同じ符号を付け、その説明を省略する。

【００５３】次に本実施の形態の動作を説明する。ま

ず、正規の終了処理は第１の実施の形態と同様であるの

で、その説明を省略する。次に正規の終了処理が終了す

る前に電源スイッチ１４を誤ってＯＦＦにした場合の動

作を図６を参照して説明する。

【００５４】図６のステップＳ２１に示すように使用者

がシャットダウン処理が終了する前に誤って電源スイッ

チ１４をＯＦＦにする。一方で、ステップＳ２２に示す

ように電源監視回路３７は常時、ＡＣ電圧を監視するこ

とにより電源スイッチ１４のＯＦＦを監視しており、こ

の電源監視回路３７により電源スイッチ１４のＯＦＦが

検出されると、ステップＳ２３に示すように電源監視回

路３７は電源制御回路３２に主電源切断通知信号を出力

する。

【００５５】なお、電源スイッチ１４がＯＦＦにされた

場合、切換回路４２は端子ａがＯＮしており、電源制御

回路３２は主電源切断通知信号を受けとり、ステップＳ

２４に示すように直ちに切換回路４２に切換信号を出力

し、ステップＳ２５に示すように切換回路４２の入力端

子ａ（主電源）がＯＮの状態から入力端子ｂ（補助電

源）側がＯＮするように切り換える。この切換により、

補助電源４３から超音波観測装置３Ｂ内のＣＰＵ２６そ

の他の各回路にはその動作に必要な電力が供給される状

態が維持する。

【００５６】また、電源制御回路３２は主電源切断通知

信号を受け取ると、ステップＳ２６に示すようにＣＰＵ

２６に商用電力が切断されたことを通知する。そして、

ＣＰＵ２６はこの通知を受け取ると、ステップＳ２７に

示すようにＣＰＵ２６が「シャットダウン処理の前に電

源スイッチがＯＦＦになった」ことを警告としてモニタ

４に表示させる。

【００５７】また、ステップＳ２８に示すようにＣＰＵ

２６は直ちにシャットダウン処理を行う。このシャット

ダウン処理で上述のようにメモリ２８のプログラムやデ

ータなどをハードディスク装置２７に退避させる処理も

行う。そして、このシャットダウン処理が終了すると、

ステップＳ２９に示すようにＣＰＵ２６は電源制御回路

３２にシャットダウン処理が完了したことを通知する。

【００５８】すると、ステップＳ３０に示すように電源

制御回路３２は切換回路４２に切換信号を出力し、ステ

ップＳ３１に示すように切換回路４２は入力端子ｂ（補

助電源）から入力端子ａ（主電源）側がＯＮするように

切り換えられて、この終了処理が終了する。

【００５９】このように動作する本実施の形態によれ

ば、正規に終了処理を行うことなく、誤って電源スイッ

チ１４をＯＦＦにしても、補助電源４３の電力でシャッ

トダウン処理を行い、その際メモリ２８に展開されてい

るプログラムやデータなどをハードディスク装置２７に

退避させるようにしているので、退避させないで終了し

たような場合に発生するプログラムやデータの消失、破

壊等が生じないようにできる。

（第３の実施の形態）次に本発明の第３の実施の形態を

図７～図９を参照して説明する。図７は第３の実施の形

態の超音波診断装置の構成を示し、図８はその動作説明

用のフローチャートを示し、図９は切換回路に印加され

る制御信号による切換回路の切換動作の説明図を示す。

【００６０】図７に示す超音波診断装置１Ｃは図５の超

音波診断装置１Ｂにおいて、超音波観測装置３Ｂに設け

た電源制御回路３２を有しないで、ハードディスク装置

２７がアクセス中かを検出するアクセス検知回路５１を

設けた超音波観測装置３Ｃにしており、このアクセス検

知回路５１がハードディスク装置２７がアクセス中であ

ることを検知すると、アクセス検知信号を電源供給部３

１Ｃの切換回路４２の制御端子Ｂに出力する。

【００６１】また、電源監視回路３７は主電源切断通知

信号を切換回路４２の制御端子Ａにに出力する。この切

換回路４２は２つの切換制御信号、つまりアクセス検知

信号及び主電源切断通知信号により、入力端子ａ，ｂの

切換を図９に示すように行う。なお、本実施の形態で

は、主電源切断通知信号は主電源がＯＦＦになると

“Ｌ”（主電源がＯＮでは“Ｈ”）、アクセス検知信号
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はアクセス中は“Ｈ”（非アクセス中は“Ｌ”）である

としている。

【００６２】つまり、アクセス中に主電源がＯＦＦにさ

れた場合には、補助電源４３を選択してアクセス動作を

終了するまでこの補助電源４３側からハードディスク装

置２７等の各回路にＤＣ電力を供給するようにし、それ

以外では主電源がＯＮの場合及びＯＦＦの場合も含めて

主電源側からハードディスク装置２７等の各回路にＤＣ

電力を供給するようにしている（ここで、主電源がＯＦ

Ｆの場合には、実際には電力が供給されないことにな

る）。その他は第２の実施の形態と同様の構成である。

【００６３】次に図８のフローチャートを参照してハー

ドディスク装置２７にアクセス中に誤って電源スイッチ

１４がＯＦＦにされる場合の動作を説明する。電源スイ

ッチ１４がＯＮされた状態では図８のステップＳ４１に

示すようにアクセス検知回路５１は常時ハードディスク

装置２７がアクセス中かを判断している。なお、電源ス

イッチ１４がＯＮされた状態では切換回路４２は入力端

子ａがＯＮしている。

【００６４】そして、アクセス中であることを検知する

と、ステップＳ４２に示すようにアクセス検知回路５１

は切換回路４２へアクセス検知信号を出力する。アクセ

ス検知信号により、切換回路４２の制御端子Ｂは“Ｌ”

から“Ｈ”に変化する。

【００６５】この状態で例えばステップＳ４３に示すよ

うに使用者により誤って電源スイッチ１４がＯＦＦにさ

れたとする。

【００６６】すると、電源監視回路３７により、ステッ

プＳ４４に示すように、電源スイッチ１４がＯＦＦかが

監視されているので、電源スイッチ１４がＯＦＦにされ

るのを検出すると、ステップＳ４５に示すように、電源

監視回路３７は切換回路４２へ主電源切断通知信号を出

力する。この主電源切断通知信号が切換回路４２の制御

端子Ａが印加されて、この制御端子Ａは“Ｈ”から

“Ｌ”に変化する。この変化により、ステップＳ４６に

示すように切換回路４２は入力端子を端子ａ（主電源）

から端子ｂ（補助電源４３）側に切り換える（図９参

照）。

【００６７】この切換により、ハードディスク装置２７

等には主電源がＯＦＦになっても、補助電源４３からそ

の動作に必要な電力が供給され、ステップＳ４７に示す

ようにハードディスク装置２７へのアクセス動作は続行

する。ハードディスク装置２７がアクセス中か否かはア

クセス検知回路５１により検知（監視）されており、ア

クセス中であった場合にはステップＳ４８に示すように

アクセス検知回路５１はアクセス完了か否かを検出し、

アクセスが完了するまでハードディスク装置２７へのア

クセス動作は続行する。

【００６８】そして、アクセスの完了を検出すると、ス

テップＳ４９に示すようにアクセス検知回路５１は切換

回路４２にアクセス検知信号の出力を停止する。これに

より、切換回路４２の制御端子Ｂは“Ｈ”から“Ｌ”に

変化する。この変化により、ステップＳ５０に示すよう

に切換回路４２は入力端子を端子ｂ（補助電源４３）か

ら端子ａ（主電源）側に切り換える。そして、この場合

の終了処理は終了する。

【００６９】本実施の形態によれば、ハードディスク装

置２７がアクセス中の場合に、誤って電源スイッチ１４

がＯＦＦにされても、補助電源４３側から動作に必要な

電力を供給して、ハードディスク装置２７がアクセスす

る動作を継続させ、そのアクセス動作が完了した場合に

補助電源４３から電力を供給するのを停止させるように

するので、ハードディスク装置２７がアクセス中に電力

供給を停止させたような場合におけるデータの破壊やハ

ードディスク装置２７を損傷させてしまうようなことを

確実に防止できる。

【００７０】なお、本実施の形態の説明ではアクセス中

に電源スイッチ１４をＯＦＦにしたとして説明したが、

電源スイッチ１４をＯＦＦにする代わりに電源プラグを

商用コンセントから抜く操作を行った場合も同様の動作

を行うことになる。

【００７１】なお、本実施の形態ではハードディスク装

置２７のアクセス中か否かを検出するようにしていた

が、ハードディスク装置２７及び光磁気ディスク装置２

９等の複数の記録再生装置がアクセス中か否かを検出

し、１つでもアクセス中の装置があった場合には全ての

装置のアクセスが終了するまで、補助電源４３から電力

を供給するようにしても良い。

【００７２】また、本実施の形態ではアクセス中か否か

を検出して、アクセス中に電源スイッチ１４がＯＦＦに

された場合に不都合な事態が発生するのを防止するよう

にしているが、終了処理が完了する前に電源スイッチ１

４がＯＦＦにされた場合における不都合な事態が発生す

るのも防止するようにしても良い。

【００７３】具体的には、例えば図５の構成に図７のア

クセス検知回路５１を設け、切換回路４２を電源監視回

路３７及びアクセス検知回路５１などの出力で制御し、

アクセス中に電源スイッチ１４がＯＦＦにされた場合に

は、アクセス動作を継続させるように補助電源４３側に

切り換え、かつアクセス動作が終了後に終了処理が完了

したか否かを判断して、この処理が終了していない場合

には引き続いて（補助電源４３の電力供給で）終了処理

を行うようにして、この終了処理後に切換回路４２を切

り換えて補助電源４３の電力の消失を防止するようにし

ても良い。また、アクセス中でない場合で、終了処理が

完了する前に電源スイッチ１４がＯＦＦにされた場合に

は第２の実施の形態のように動作させれば良い。

【００７４】（第４の実施の形態）次に本発明の第４の

実施の形態を図１０を参照して説明する。図１０は第４

の実施の形態における超音波観測装置３Ｄを示す。第１
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の実施の形態ではシャットダウンスイッチ１５をコント

ロールパネル部５に設けていたが、本実施の形態では超

音波観測装置３Ｄにおける例えば電源スイッチ１４に隣

接する位置にシャットダウンスイッチ１５を設けるよう

にしたものである。その他は第１の実施の形態と同様の

構成である。

【００７５】また、図１１は変形例における超音波観測

装置３Ｅを示す。この超音波観測装置３Ｅでは第４の実

施の形態における超音波観測装置３Ｄにおいて、この超

音波観測装置３Ｄと別体のコントロールパネル部５を超

音波観測装置３Ｅの前面に設けて一体化したものであ

る。その他は第４の実施の形態と同様の構成である。

【００７６】本実施の形態及びその変形例によれば、シ

ャットダウンスイッチ１５を電源スイッチ１４の隣に設

けているので、電源スイッチ１４をＯＮして、基本ソフ

ト等が立ち上がった後に、終了させる場合には電源スイ

ッチ１４の隣に設けたシャットダウンスイッチ１５を忘

れることなく、操作し易くでき、終了処理が終わる前

に、電源スイッチ１４を誤って操作してしまうことをよ

り有効に防止できる。

【００７７】なお、例えば第１の実施の形態において、

例えば図２のＡＣ／ＤＣ変換回路３４の出力端（各回路

へ電力を供給する電源端）に補助電源スイッチ３５及び

補助電源３６を設ける代わりに、例えば（電気二重層を

形成して非常に大きな電気エネルギを蓄積可能とした）

スーパキャパシタ等の大容量コンデンサを接続した変形

例の構成にしても良い。

【００７８】なお、この大容量コンデンサは終了処理を

行う時間以上は各回路にその動作に必要な電力を供給で

きるだけの電気エネルギを蓄積する容量を有するもので

構成する。この変形例の構成の場合には、第１の実施の

形態における補助電源スイッチ３５の切換動作が不要と

なる。

【００７９】より具体的には、（終了処理が完了する前

に）誤って電源スイッチ１４がＯＦＦにされた場合に

は、図４に沿ってステップＳ１１からステップＳ１６ま

での処理を行い、その後に終了し、大容量コンデンサに

残っている電気エネルギが放電されて消失する。また、

図２の補助電源４３の代わりに大容量コンデンサを用い

て構成しても良い。この場合には、第１の実施の形態と

殆ど同様の作用効果となる。

【００８０】なお、上述の説明では超音波プローブ２或

いは超音波内視鏡は、挿入部の先端に設けられた超音波

振動子１６により超音波ビームのラジアルスキャンを行

う例で説明したが、これに限定されるものでなく、コン

ベックススキャンなど公知の他のスキャンを行うもので

も良い。

【００８１】また、上述の説明では医用電子装置として

超音波診断装置の場合で説明したが、本発明はこれに限

定されるものでなく、光学観察系を備えた内視鏡装置或

いはＸ線ＭＲＩ装置など、他の医用電子装置にも適用で

きる。

【００８２】また、上述の実施の形態では、駆動電源は

商用電源としたがバッテリー電源などその他の電源の場

合にも適用できる。また、上述した実施の形態等を部分

的などで組み合わせて構成される実施の形態等も本発明

に属する。

【００８３】［付記］

１．駆動電源と接続されることにより、動作させるため

の電力を供給する電力供給手段と、前記電力供給手段か

ら電力が供給されることにより、情報を記録する不揮発

性の記録手段と、前記電力供給手段から電力が供給され

ることにより、前記記録手段に記録された情報の少なく

とも一部が読み出されて記憶され、所定の動作に使用さ

れる揮発性のメモリとを備えた医用電子装置において、

前記記録手段及びメモリとに補助的な電力を供給する補

助電源と、前記駆動電源が前記電力供給手段に電源を供

給する接続状態にあるか否かを判断する電源監視手段

と、を設け、前記電源監視手段が前記駆動電源と前記電

力供給手段との接続状態の遮断の検知出力により、前記

メモリに記憶されている情報を前記記録手段に退避する

処理を開始し、該退避が完了するまで前記メモリと前記

記録手段への電力の供給を前記補助電源から行う制御手

段を形成したことを特徴とする医用電子装置。

【００８４】２．情報を記録する不揮発性の記録手段

と、駆動電源と接続して前記記録手段へ電力を供給する

電力供給手段とを備えた医用電子装置において、前記記

録手段へのアクセスを検知する検知手段と、前記記録手

段へ補助の電力を供給する補助電源と、を設け、前記駆

動電源と前記電力供給手段との接続が切断された後に、

前記検知手段からの出力により前記記録手段への電力供

給を前記駆動電源から前記補助電源へ切り換えることを

特徴とする医用電子装置。

【００８５】３．前記駆動電源が、商用電源であること

を特徴とする付記１又は２記載の医用電子装置。

４．使用者による入力を受け付け、自身が他の部分とは

別体に設けられたコントロールパネルと、揮発性のメモ

リと、不揮発性の記録手段と、商用電源と接続して前記

メモリと前記記録手段へと電力を供給する電力供給手段

とを備え、前記メモリと前記記録手段への電力供給を前

記電力供給手段が終了する前に、前記メモリに記憶され

ている内容を前記記録手段へ退避させる医用電子装置に

おいて、終了処理を行うように指示するための終了スイ

ッチをコントロールパネル上に設けたことを特徴とする

医用電子装置。

【００８６】５．揮発性のメモリと、不揮発性の記録手

段と、商用電源と接続して前記メモリと前記記録手段へ

と電力を供給する電力供給手段と、前記商用電源と前記

電力供給手段との間で接続と切断を行うための電源スイ

ッチとを備え、前記メモリと前記記録手段への電力供給
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を前記電力供給手段が終了する前に、前記メモリに記憶

されている内容を前記記録手段へ退避させる医用電子装

置において、終了処理を行うよう指示するためのシャッ

トダウンスイッチを前記電源スイッチの隣に設けたこと

を特徴とする医用電子装置。

【００８７】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、駆

動電源と接続されることにより、動作させるための電力

を供給する電力供給手段と、前記電力供給手段から電力

が供給されることにより、情報を記録する不揮発性の記

録手段と、前記電力供給手段から電力が供給されること

により、前記記録手段に記録された情報の少なくとも一

部が読み出されて記憶され、所定の動作に使用される揮

発性のメモリとを備えた医用電子装置において、前記記

録手段及びメモリとに補助的な電力を供給する補助電源

と、前記駆動電源が前記電力供給手段に電源を供給する

接続状態にあるか否かを判断する電源監視手段と、を設

け、前記電源監視手段が前記駆動電源と前記電力供給手

段との接続状態の遮断の検知出力により、前記メモリに

記憶されている情報を前記記録手段に退避する処理を開

始し、該退避が完了するまで前記メモリと前記記録手段

への電力の供給を前記補助電源から行う制御手段を形成

しているので、メモリに記憶されている情報を前記記録

手段に退避する処理を終了する前に電源スイッチのＯＦ

Ｆなどにより駆動電源から電力供給手段に電源が供給さ

れなくなった場合にも、補助電源によりメモリに記憶さ

れている情報を前記記録手段に退避する処理を行えるの

で、終了処理が行われない場合に発生し易いメモリ及び

記録手段に記憶されたプログラム、データ等の消失、破

壊などを確実に防止できる。

【００８８】また、情報を記録する不揮発性の記録手段

と、駆動電源と接続して前記記録手段へ電力を供給する

電力供給手段とを備えた医用電子装置において、前記記

録手段へのアクセスを検知する検知手段と、前記記録手

段へ補助の電力を供給する補助電源と、を設け、前記駆

動電源と前記電力供給手段との接続が切断された後に、

前記検知手段からの出力により前記記録手段への電力供

給を前記駆動電源から前記補助電源へ切り換えるように

しているので、アクセス中における電源スイッチのＯＦ

Ｆ等があっても記録手段の破壊とかプログラム、データ

の消失、破壊などを確実に防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置の

全体構成を示す斜視図。

【図２】超音波観測装置の内部構成を示すブロック図。

【図３】通常の終了処理の内容を示すフローチャート

図。

【図４】通常の終了処理とは異なる終了を行った場合の

終了処理の内容を示すフローチャート図。

【図５】本発明の第２の実施の形態の超音波診断装置の

構成を示すブロック図。

【図６】通常の終了処理とは異なる終了を行った場合の

終了処理の内容を示すフローチャート図。

【図７】本発明の第３の実施の形態の超音波診断装置の

構成を示すブロック図。

【図８】アクセス中に電源スイッチをＯＦＦにした場合

の処理の内容を示すフローチャート図。

【図９】切換回路の動作説明図。

【図１０】本発明の第４の実施の形態の超音波診断装置

の全体構成を示す斜視図。

【図１１】第４の実施の形態の変形例の全体構成を示す

斜視図。

【符号の説明】

１Ａ…超音波診断装置

２…超音波プローブ

３Ａ…超音波観測装置

４…モニタ

５…コントロールパネル部

１１…電源コード

１２…電源プラグ

１３…商用電源

１４…電源スイッチ

１５…シャットダウンスイッチ

１６…超音波振動子

２３…信号処理回路

２６…ＣＰＵ

２７…ハードディスク装置

２８…メモリ

３０…入力制御回路

３１Ａ…電源供給部

３２…電源制御回路

３４…ＡＣ／ＤＣ変換回路

３５…補助電源スイッチ

３６…補助電源

３７…電源監視回路

(9) 特開２００１－１７８６８５

15 16

10

20

30

40

＊

＊



【図１】

【図２】

【図９】
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【図３】 【図４】
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【図６】
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